
【ＪＲ北海道】

【ＪＲ東日本】

【ＪＲ東海】

●駅社員による構内巡回
●防犯用具（刺又、カラーボールの配備）
●注意喚起放送の実施
●第三者暴力行為防止ポスター（民鉄協）の掲出　※札幌圏各駅の取組み
●主要駅発車後の自動放送で、不審な行為（痴漢行為等）を認めた場合はすぐに車掌に
お知らせ頂くよう、各列車でご案内
●車内非常通報ボタンを各車両に設置

○迷惑行為（暴力行為、痴漢行為等）に対する取組み

●車内防犯カメラ（今後新造する全車両の客室内、既存の新幹線車両・在来線車両の客
室（約8,500両））
●車内通報ボタン(SOSボタン）
●痴漢撲滅キャンペーン期間（6/1～15）を中心に、４都県の主要駅にて警察官等と鉄道
事業者社員による「痴漢撲滅イベント」を実施
●「トレインチャンネル」で、痴漢撲滅ポスターと同内容の呼びかけ（動画）を放映
●キャンペーン期間中、痴漢撲滅ポスターと同内容の動画を、各駅の異常時案内用ディ
スプレイにおいても放映

●警備員による巡回や、防犯カメラ及び警報装置などの設備の強化を行うとともに、警察
とも密接に連携するなど、暴力行為や犯罪の発生を未然に防ぐ措置を講じている。
●お客様同士、駅係員、乗務員への暴力行為が犯罪であることをポスター掲示等にて啓
発。
●万が一、暴力行為が発生した場合は、警察に速報し、関係社員の応援を求めることな
どにより厳正に対処することとしている。
●新幹線車内については、Ｎ７００Ａタイプのデッキ乗降扉付近、客室及びデッキ通路部に
も防犯カメラを設置し、客室内に設置している非常ブザーとも連動。また、各車両のデッキ
に緊急通報装置を設置し、乗務員との通話が可能。
●防護用品として、乗務員の使用を想定した防護盾、防刃手袋、耐刃ベスト、警備員や警
察官の使用を想定した小型盾、刺又を新幹線車両に搭載しているほか、防犯スプレーを
全乗務員、パーサーが携帯。
●乗務員による車内巡回（新幹線・在来線）、警備員による警乗（新幹線）を実施。
●新幹線乗務員、パーサー、指令員、警備員のスマートフォンにグループ通話システムを
導入し初動対応力を強化。
●在来線車内については、各車両に非常ブザーを設置し、一部車両では乗務員と通話が
可能。
●車内放送により、不審な行為や迷惑行為等に関する注意喚起や、車内の緊急通報装
置等の案内を実施。
●警察からの要請により、警察と合同で痴漢撲滅キャンペーン等の啓発活動を実施。（チ
ラシの配布やステッカーの掲出等）
●被害が発生した路線や区間について、警察（鉄道警察隊など）と連携を取りながら巡回
等を強化。

別紙３



【ＪＲ西日本】

【ＪＲ四国】

【ＪＲ九州】
●一人巡回をする際は、無線機を持参し、関係者へ連絡できるようにしている。
●鉄道警察隊など協力強化を要請。
●車内非常用押しボタン・・・九州新幹線を含む全車両の客室出入り口上部に設置
●防犯カメラ（車内）・・・九州新幹線及び在来線の一部の車両（787系4両編成）に設置

●防犯カメラ設置による抑止、乗務員に対する防犯ブザーの貸与、警察等関係箇所との
連携強化や、駅・車内等において暴力行為防止ポスターを掲出するなど、防犯対策及び
啓蒙活動を継続的に取り組んでいる。社員についてはマニュアルを活用して、未然防止及
び発生後の対処や酔客からの暴力行為に至らないための対処を周知している。
●新幹線の客室内やデッキ通路部への防犯カメラの増設や、在来線の乗務員へのフラッ
シュライトの個人貸与、駅への防護盾の配備等を進めている。
●乗務員による車内巡回、警備員による警乗のほか、警察（鉄道警察隊など）とも連携を
取りながら巡回等を強化。
●車内放送により、不審な行為や迷惑行為等に関する注意喚起や、車内の緊急通報装
置等の案内を実施。
●車内に非常通報ボタンを設置
●ポスター、ディスプレイ（駅・車内）での女性専用車両の紹介や痴漢啓発を実施

●各県の鉄道警察隊による警乗や駅構内の巡回を実施
●鉄道警察隊等によるイベント等の多客時の巡回強化
●暴力行為防止ポスターの掲出
●車内に非常通報ボタン及びSOSシールの設置。
●一部特急列車内に防犯カメラを設置
●車掌によるマナーアップ放送を適宜実施
●香川県と協力し、痴漢に限らず性被害に遭われた方の相談窓口を紹介するシールを香
川県内の駅構内女子トイレに貼るなど、啓発活動を実施。
●警察の協力による緊急事態に不審者からお客様及び社員を守るための避難誘導訓練
を実施。



【東武鉄道】

【西武鉄道】

【京成電鉄】

【京王電鉄】

●車内に非常通報ボタンを設置。（一部の車両においては係員と通話可能）
●毎年6月上旬～中旬にかけ警察と連携し、痴漢防止キャンペーンを実施。
　・朝夕の通勤時間帯で放送設備を利用し駅および車内での注意喚起放送を実施。
　・各駅にポスター掲出および駅テロップによる注意喚起を実施。
●毎年9月上旬～中旬にかけ埼玉県警察による「痴漢犯罪防止キャンペーン」を実施。
　・パンフレット配布等の啓発活動（大宮駅、川越駅）
　・朝夕の通勤時間帯に埼玉県内の各駅で放送設備を利用した啓発活動を実施。

●マニュアル等を用いた教育の実施。
●日本民営鉄道協会作成の第三者暴力行為防止ポスターの駅・車内への掲出。
●車内での異常発生を乗務員に知らせる装置で、各車両に2～3ヵ所設置（一部の車両を
除く）。一部の車両では、乗務員と直接通話可能。
●毎年6月に、関東エリアの鉄道事業者と警察とが連携して「痴漢撲滅キャンペーン」を実
施。（駅のポスター掲出、LED表示、また朝ラッシュ時間帯の駅構内および上り電車の車内
放送で注意喚起を実施。）
●毎年9月に埼玉県警察と連携して痴漢犯罪防止のための活動を実施。（埼玉県所在駅
の構内や、埼玉県内を走行中の車内での注意喚起放送、警察と合同で実施する駅構内
での啓発活動。）

●第三者対応暴力教育（座学・実地）
●対応ＤＶＤの視聴（各職場）
●暴力行為防止啓蒙ポスターの掲示
●一部の列車に防犯カメラを設置。
●列車内に車内非常通報器を設置。
●警察と連携し、痴漢撲滅キャンペーン期間中（6月上旬～6月中旬）に、通勤時間帯を中
心に車内放送、各駅にポスターの掲出及び駅構内放送により注意喚起を実施。

●日本民営鉄道協会で作成した「第三者暴力行為災害防止ポスター」を掲出（夏・冬　年２
回）
●警備員の配置、パトロールチームによる巡回
●年末年始輸送安全総点検時に暴力行為防止の注意喚起および啓発放送を実施
●車内での迷惑行為などを鑑み、一部の車両に防犯カメラを設置
●駅構内の状況確認や犯罪行為などの抑止を目的として、全駅に防犯カメラを設置
●電車内で緊急事態が発生した際に、ボタンを押すことで乗務員に通報できる車内非常
通報器を全車両に設置。また、一部の車両では乗務員と通話できる機能も備えている。
●ホーム上で緊急事態が発生した場合やご案内が必要な場合などに、駅係員と通話でき
るインターホンを全駅に設置。
●関東の鉄道事業者と共同で、毎年６月に「痴漢撲滅キャンペーン」を実施しており、以下
の対策を行っている。
　・期間中の朝間ラッシュ時間帯を中心に「痴漢・迷惑行為防止」を呼びかける車内放送を
実施
　・期間中に各駅でポスターを掲出しているほか、駅構内で朝間ラッシュ時間帯を中心に
「痴漢・迷惑行為防止」を呼びかける構内放送を実施
　・「痴漢撲滅キャンペーン」の実施前に、ニュースリリースを発出（今年度は5月28日）し、
お客様への広報活動を実施
　・期間中に新宿警察と協力し、新宿駅西口改札前で広報・啓発活動を実施（ティッシュの
配布）



【小田急電鉄】

【東急電鉄】

【京浜急行電鉄】

【東京地下鉄】

●トランシーバーを持参し、危険と判断したらすぐに応援（あるいは警察）を呼ぶことを徹
底
●教習用DVDを作成し、新入社員時から応対方の教育をしている
●目黒線　・田園都市線　・大井町線　・池上線　・東急多摩川線　・世田谷線で車内防犯
カメラ設置
●全路線で車内非常通報ボタンを設置
●痴漢撲滅キャンペーン期間中、当社線各駅においてポスターを掲出し啓発。一部駅で
はデジタル表示機に同様の図柄を表示させ、認知度向上に努めた。
●6月1日に神奈川県警や他社局と合同で、横浜駅において痴漢撲滅キャンペーンと題
し、お客さまへ啓発。

●防犯カメラ設置車
　①車内・デッキに搭載　GSE・MSE・EXEα・５０００形
　②デッキのみ　VSE
●車内非常通報ボタン（全車両に設置）
●警察と連携し、痴漢防止キャンペーン期間中（毎年６月上旬～中旬）に、通勤時間帯を
中心に車内放送及び各駅にポスター掲出、駅構内放送により注意喚起を実施。
　・毎年8月に、車内のテロップにより注意喚起を実施。
　・（警察庁からの要請により）毎年10月に、各駅に｢犯罪被害者週間｣ポスターを掲出。

●最寄警察署で護身術の講習会を実施（約年一回）
●マニュアルによる指導教育
●防犯カメラを増設し監視強化
●2020年度新造車両より車内防犯カメラの設置を計画。
●車内非常通報ボタンは全車両において通話可能。現在1車両1箇所のみであるが，2020
年度新造車両より1車両2箇所に増設を計画。
●警察本部・沿線警察署と連携し、痴漢防止キャンペーン期間中、車内啓蒙放送及び駅
テロップ、各駅ポスター掲出及び駅構内放送により注意喚起を実施。
●国交省・警察からの要請により、痴漢防止キャンペーン期間に合わせて、警察と合同で
駅構内（改札・ホーム・コンコース）を巡回、痴漢防止シールを配布。（横浜駅）

●第三者行為に対するマニュアル整備、ＤＶＤを活用した定期的な教育を実施。
●駅構内に日本民営鉄道協会作成の第三者暴力行為防止ポスターを掲出。
●駅構内にセキュリティカメラを設置。
●警備員を配置。
●第三者暴行為の概要を他の社員に対し周知。
●車内防犯カメラについては、丸ノ内線・日比谷線・東西線・南北線の車両に設置を開始。
今後の新車には新製時より設置する他、大規模改修時等の工事において設置予定。
●各線各車両に非常通報器を設置。
●毎年６月の痴漢防止キャンペーン期間中は、朝・夕ラッシュ時間帯を中心に全線にて車
内放送を行うとともに駅構内ではポスターの掲出及び多言語での駅構内放送を実施。
　・痴漢防止キャンペーン期間に合わせて、所轄警察署と合同で駅にて呼びかけを実施。
●車内にて迷惑行為に関する注意喚起の表示を通年で実施。



【相模鉄道】

【名古屋鉄道】

【近畿日本鉄道】

【南海電鉄】

●警視庁監修の「第三者暴力行為災害対処事例」ＤＶＤを活用した教育を実施
●所轄の警察署に依頼し、駅構内の巡回や電車内の警乗を実施
●「防犯カメラ作動中」のステッカーを駅構内各所に貼付
●車内防犯カメラを12000系（5編成）に設置。運用により走行する路線が変わるがほぼ全
線となる。
●車内通報ボタンを全車両に設置。
●駅には事務室への連絡用にインターホンを設置しているほか、防犯カメラを設置。
●痴漢撲滅キャンペーンでの広告掲載を実施。

●所轄の警察署と連携し、年末年始に駅構内の警察官による巡回を実施。
●「防犯カメラ作動中」のシールを駅構内各所に貼付。
●一部の駅構内に防犯カメラを設置しており、今後拡大する予定。
●9500系（４編成）の車内に防犯カメラを設置しており、今後新造車において拡大する予
定。
●全車両に非常通報ボタンを設置。（一部の車両においては係員と通話可能）
●警察による痴漢撲滅キャンペーン期間に合わせて、警察と合同で名古屋駅にて呼びか
けを実施。
●通勤時間帯を中心に車内放送及び駅構内放送により注意喚起を実施。
●警察と連携し、駅構内にポスターやステッカーにより注意喚起を実施。
●痴漢被害報告があった場合、警察と速やかに情報を共有し、警戒添乗の強化を実施。
●係員が旅客より痴漢被害報告を受けた際の初期対応方について教育を実施。

●車内に車内通報装置を設置。（一部の車両においては乗務員と通話可能）
●主要駅および駅務機器の遠隔監視システムを設置する係員時間帯配置駅・無配置駅
の改札口付近に録画が可能なカメラを設置
●車内において、朝夕のラッシュ時を中心に「迷惑行為防止放送」を実施。毎年４月と９月
の「列車内ちかん追放キャンペーン」期間中は啓発ポスターを掲出。
●駅構内において、毎年４月と９月に「列車内ちかん追放キャンペーン」として、通勤時間
帯に放送を実施するとともに、ディスプレイに注意喚起を表示。
●毎年４月と９月の「列車内ちかん追放キャンペーン」期間中に、主要駅（最近では２０１９
年９月５日に鶴橋駅前）において、呼びかけの実施とポケットティッシュの啓発品を配布。
●６月の「痴漢撲滅キャンペーン期間中」に啓発グッズ配布（近鉄名古屋駅）（最近では２
０１９年７月５日ＪＲ名古屋駅桜通口で実施）

●年末にガードマンを配置し、暴力行為をはじめ迷惑行為を抑止
●駅事務室出入口に『防犯カメラ作動中』のステッカー貼付け
●車内、駅構内において暴力行為防止ポスターを掲出
●地域警察署員による巡回
●車内に非常通報ボタンを設置（一部の車両においては係員と通話可能）
●一部の特急車両（ﾗﾋﾟｰﾄ50000系・ｻｻﾞﾝ12000系）へ防犯カメラ設置。
●車内及び駅構内で「迷惑行為防止」のタイムリー放送を適宜実施している。
●春と秋に鉄道警察隊との合同による「ちかん追放ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」啓発活動を実施。
●鉄道警察連絡協議会加盟他社との合同によるｷｬﾝﾍﾟｰﾝｾﾚﾓﾆｰ啓発活動を実施（秋）



【京阪電気鉄道】

【阪急電鉄】

【阪神電気鉄道】

【西日本鉄道】

●車内に非常通報ボタンを設置（一部の車両においては係員と通話可能）
●8000系車両のプレミアムカー車内に防犯カメラを設置
●駅ホーム等に防犯カメラ（サポートカメラ）を設置
●大阪府鉄道警察連絡協議会の痴漢追放キャンペーン（本年 春季4/17～26、秋季9/1～
10）において、広報啓発グッズを駅にて配布。また、秋季には期間内数日にわたり駅構内
及び列車内に啓発ポスターを掲出
●京都府警察の痴漢犯罪等撲滅推進強化活動において、本年の5/29に広報啓発グッズ
を駅にて配布
●痴漢行為等追放の啓発放送（駅及び車内）及び文字表示（一部の車両の車内）を実施
●駅にて痴漢行為への警察相談窓口（電話番号）の文字表示を実施

●車内に非常通話装置を設置。（一部（約15％弱）の車両において非常通報ボタンを設
置）
●警察と連携し、痴漢防止キャンペーン期間中（毎年４月中旬～下旬、９月上旬の２回）
に、通勤時間帯を中心に大阪梅田駅のテロップ、構内にスポット放送を実施。また大阪府
下の主要駅にポスター掲出及び車内吊りポスター掲出により注意喚起を実施。
●（警察からの要請により）痴漢防止キャンペーン期間に合わせて、警察と合同で大阪梅
田駅と池田駅にて呼びかけを実施。（チラシとティッシュを配布）

●各車両に非常通報装置を設置している。
●駅ホームでは各駅に非常通報押しボタンを設置している。
●駅構内に防犯カメラを設置している。
●痴漢追放キャンペーン中のスポット放送（車内・駅構内）
●駅構内の案内ＬＥＤ表示器で痴漢防止啓発文を表示する。

●車内および駅構内に日本民営鉄道協会の暴力行為防止ポスターを掲出
●天神大牟田線に車内カメラの導入（2019年12月3日現在9編成）今後随時設置予定。
●全車両車内非常通報ボタン設置。　（一部の車両においては係員と通話可能）
●車内犯罪の通報を促す車内や駅構内での案内実施。
●痴漢行為防止に関する駅構内へのポスター掲示。
●必要に応じて警察（所轄や鉄道警察隊）への情報提供。
●鉄道警察隊を含む他社・他局と共同で行う「安全・安心キャンペーン」（鉄道施設内にお
ける犯罪防止に関する啓発物を駅構内で配布）


